
亀山市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１１月１２日

 亀山市長  櫻  井  義  之

亀山市条例第３１号

   亀山市議会委員会条例の一部を改正する条例

亀山市議会委員会条例（平成１７年亀山市条例第１５１号）の一

部を次のように改正する。

 第４条第２項中「６人」を「５人」に改める。

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。


